
 

令和４年度さぬき市教育委員会第１１回定例会会議録 

１ 日  時 

 

令和５年２月２８日（火） 

開 会  午後 ２時００分 

閉 会  午後 ４時０３分 

２ 場  所 寒川第２庁舎会議室 

３ 出席状況 出席委員 教育長 和田 浩二 

委員 樫原 秀樹 

得丸 慶子 

多田 俊 

西尾 由香 

岡田 保 

事務局 教育部長 谷  訓昌 

教育総務課長 安倍 潤 

学校教育課長 高西 恵 

生涯学習課長 細川 史朗 

幼保こども園課長 中川 勝幸 

人権推進課長 山田 謙二 

教育総務課課長補佐 多田 端子（会議録作成者） 

その他説明等のため出席した者 なし 

４ 会議に付した議案及び審議結果 

日 程 議案番号 件  名 審議結果 
公開 

状況 

日程第１  会期の決定について ― 公開 

日程第２  会議録署名委員の指名について ― 公開 

日程第３  
令和４年度さぬき市教育委員会第１０回定例会

会議録の承認について 
原案承認 公開 

日程第４  教育長の報告 ― 公開 

日程第５ 報告第 20号 
さぬき市少年育成センター運営委員会委員の解 

嘱及び委嘱について 
原案承認 公開 

日程第６ 報告第 21号 

令和５年さぬき市議会第１回定例会に提案する 

教育関係議案の意見について（令和４年度さぬ 

き市一般会計補正予算（第９号）について） 

原案承認 公開 

日程第７ 報告第 22号 

令和５年さぬき市議会第１回定例会に提案する 

教育関係議案の意見について（令和５年度さぬ 

き市一般会計予算について） 

原案承認 公開 

日程第８ 報告第 23号 

令和５年さぬき市議会第１回定例会に提案する 

教育関係議案の意見について（さぬき市へんろ 

資料館条例の制定について） 

原案承認 公開 

日程第９ 報告第 24号 令和５年さぬき市議会第１回定例会に提案する 原案承認 公開 



 

教育関係議案の意見について（重要文化財旧恵 

利家住宅条例の一部改正について） 

日程第 10 議案第 39号 令和５年度さぬき市学校教育の重点について 継続審議 公開 

資料説明     

５ 会議録署名委員 和田 浩二、得丸 慶子 

６ 特記事項 なし 

７ 会議内容 

開 会 

教育総務課長 ただ今から、令和４年度さぬき市教育委員会第１１回定例会を開会します。開

会に当たり、多田委員に御挨拶をいただきます。 

委員 （挨拶） 

教育総務課長 ありがとうございました。 

それでは、以後の議事進行を教育長にお願いします。 

教育長 それでは、議事に入ります。 

まず、傍聴申請について、教育総務課長から報告してください。 

教育総務課長 傍聴申請はありません。 

教育長 本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとおりです。この議事日程について、

御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本日の議事日程は、お手元の議事日程表のとお

りとします。 

 

日程第１ 会期の決定について 

教育長 日程第１「会期の決定について」に入ります。 

本会議の会期は、本日１日限りとしたいと存じますが、これに御異議ありませ

んか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本会議の会期は、本日１日限りとします。 

 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

教育長 日程第２「会議録署名委員の指名について」に移ります。 

さぬき市教育委員会会議規則第９条第３項の規定に基づき、本会の会議録署名

委員に得丸委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

日程第３ 令和４年度さぬき市教育委員会第１０回定例会会議録の承認について 

教育長 日程第３「令和４年度さぬき市教育委員会第１０回定例会会議録の承認につい

て」を議題とします。会議録について、事務局から説明してください。 

教育総務課長 （会議録の説明） 

教育長 ただ今の説明について、御質問等がありましたら発言をお願いします。 



 

教育長 御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり

承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第４ 教育長の報告 

教育長 日程第４「教育長の報告」に移ります。教育長の報告について、事務局から報

告してください。 

教育部長 報告事項１ 教育施設の整備等に係る契約の締結について 

（教育施設の整備等に係る契約の状況について報告した。） 

報告事項２ 会計年度任用職員の採用について 

（前回報告後の会計年度任用職員の採用の状況について報告した。） 

報告事項３ 教育委員会業務報告 

（前回報告後の教育委員会主要業務の状況について報告した。） 

報告事項４ その他 

 （請願・陳情・要望等の受理の状況について報告した。） 

教育長 ただ今の報告について御質問等がありましたら順次発言をお願いします。 

御質問がないようですので、次に移ります。 

 

日程第５ 報告第２０号 さぬき市少年育成センター運営委員会委員の解嘱及び委嘱について 

教育長 日程第５、報告第２０号「さぬき市少年育成センター運営委員会委員の解嘱及

び委嘱について」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

学校教育課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

教育長 御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり

承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第６ 報告第２１号 令和５年さぬき市議会第１回定例会に提案する教育関係議案の意見

について（令和４年度さぬき市一般会計補正予算（第９号）について） 

教育長 日程第６、報告第２１号「令和５年さぬき市議会第１回定例会に提案する教育

関係議案の意見について（令和４年度さぬき市一般会計補正予算（第９号）につ

いて）」を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

教育総務課長 

各課長 
（議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

委員 長尾小学校の改築工事ですが、次の新６年生が卒業するまでに、新しい校舎が



 

完成するよう、お願いしたいと思います。建築資材の高騰等で工事が遅れること

もあろうかと思いますが、何とか、子どもたちのためにお願いします。 

教育総務課長 現時点においては、予定どおりに進んでいます。１月末に校舎が完成し、その

後に備品の整備を行い、３月に落成式、内覧会等を実施する予定にしています。 

教育長 現時点においては、建築資材の高騰の影響等は受けずに、当初の予定どおりに

建築が進んでいるということです。 

よろしいでしょうか。 

他にありませんか。 

御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり

承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第７ 報告第２２号 令和５年さぬき市議会第１回定例会に提案する教育関係議案の意見

について（令和５年度さぬき市一般会計予算について） 

教育長 日程第７、報告第２２号「令和５年さぬき市議会第１回定例会に提案する教育

関係議案の意見について（令和５年度さぬき市一般会計予算について）」を議題

とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

教育部長 

各課長 
（議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

委員 スクールバスについてです。スクールバスは、基本的には、児童の登下校のみ

に利用し、学校の校外学習などの行事には利用できないと認識していましたが、

現在は、どうなっていますか。 

学校教育課長 現在のところ、遠距離通学支援として、市内で１３台のバスを運行しています。

基本的には、登下校のみですが、それ以外の時間で有効活用できるようにしてほ

しいという御意見をいただきましたので、支障がない範囲で宿泊学習などの学校

行事の送迎等に利用できるようにしています。 

教育長 他にありませんか。 

御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり

承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第８ 報告第２３号 令和５年さぬき市議会第１回定例会に提案する教育関係議案の意見

について（さぬき市へんろ資料館条例の制定について） 

教育長 日程第８、報告第２３号「令和５年さぬき市議会第１回定例会に提案する教育

関係議案の意見について（さぬき市へんろ資料館条例の制定について）」を議題

とします。 



 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

生涯学習課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

教育長 御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり

承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第９ 報告第２４号 令和５年さぬき市議会第１回定例会に提案する教育関係議案の意見

について（重要文化財旧恵利家住宅条例の一部改正について） 

教育長 日程第９、報告第２４号「令和５年さぬき市議会第１回定例会に提案する教育

関係議案の意見について（重要文化財旧恵利家住宅条例の一部改正について）」

を議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

生涯学習課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

教育長 御質問、御意見等がないようですので、採決を求めます。本案を原案のとおり

承認することに御異議ありませんか。 

各委員 異議なし。 

教育長 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

日程第１０ 議案第３９号 令和５年度さぬき市学校教育の重点について 

教育長 日程第１０、議案第３９号「令和５年度さぬき市学校教育の重点について」を

議題とします。 

議案の朗読を省略し、事務局から説明してください。 

学校教育課長 （議案の説明） 

教育長 本案について、御質問、御意見等がありましたら順次発言をお願いします。 

委員 まず、１点目、中学校部活動の「在り方を検討」とあるのは、「在り方の検討」

に修正した方がよいのではないかと思います。 

２点目に、読書活動の充実の具体的施策のうち、「香川の子どもたちに贈る１

００冊」の活用についてです。県の教育委員会が推薦する１００冊のことだと思

いますが、学校の図書費で購入するのでしょうか。まず、本がないと読むことが

できません。学校の図書費にも限りがあると思いますので、図書購入費について、

教育委員会はどのように考えていますか。 

３点目に「共創」という言葉は、どのような意味で、どのような思いで新たに

重点項目に掲げていますか。 

教育長 図書購入費については、まちづくり基金等で財源を確保したいと考えていま

す。 

市の総合計画では、住民の自治会への加入率が低下し、地域の活力が落ちてい

る今、地域を共に創っていく地域共生社会の実現を目指しています。教育の分野



 

においても、令和４年度から全ての学校でコミュニティスクールの運用が開始さ

れており、地域と共に学校をつくることが大きな重点項目であることから「共創」

という言葉を新たに加えました。 

委員 読書活動については、１００冊の本を重点項目達成のための具体策として掲げ

るのであれば、予算的な面については、教育委員会が学校をフォローしていく必

要があると思います。また、公共の図書館にも用意しておけば、幼稚園の親子が

その図書を借りることができますので、そういった他の施設との連携も必要かと

思います。 

また、「共創」という言葉に込められた思いがあるのであれば、それを説明す

る別添資料を作成すれば、学校も具体的なイメージが浮かぶと思います。 

委員 もう少し端的に表現する方がよいと思います。年々、掲載する内容が多くなっ

ており、分かりづらいです。形式的な事ですが、文字のフォントや大きさをもう

少し工夫すれば、すっきりと見やすくなるのではないかと思います。また、「共

創」という言葉を具体化した説明の記載がありません。内容が多過ぎて、重点項

目が何なのか分かりづらいです。 

委員 「共創」という言葉を今回新たに加えるのであれば、「共創」だけに絞ればよ

いかと思います。協働・共創となっているので、分かりづらいような気がします。 

教育長 他にありませんか。 

それでは、委員の皆さんからいただいた意見を参考に再度案を作成し、来月の

定例会において、本議案について、継続して審議することとします。 

 

資料説明 

教育長 ここで、資料説明を行います。事務局から説明をしてください。 

（１） さぬき市教育振興基本計画策定委員会（第４回）の会議要旨について【資料１】 

教育総務課長  さぬき市教育振興基本計画策定委員会（第４回）の会議要旨について、補足説

明をした。 

（２） 要保護及び準要保護児童生徒の認定状況について【資料２】 

（３） 区域外就学等について【資料３】 

学校教育課長  要保護及び準要保護児童生徒の認定状況について、区域外就学等について、補

足説明をした。 

教育長 資料について御質問等はありませんか。 

それでは、その他に移ります。 

 

○ その他 

（教育・保育施設におけるおむつの持ち帰り廃止について） 

幼保こども園

課長 

教育・保育施設におけるおむつの持ち帰り廃止について、説明をした。 

○ 次回教育委員会定例会の日程について 

 第１回臨時会：令和５年３月９日（木）午前１０時開会、場所は、さぬき市寒

川第２庁舎２０３会議室で決定した。 



 

第１２回定例会：令和５年３月２８日（火）午後１時３０分開会、場所は、さ

ぬき市寒川第２庁舎２０３会議室で決定した。 

 

閉  会 

教育長 以上で令和４年度さぬき市教育委員会第１１回定例会を終わります。 

 

 

さぬき市教育委員会会議規則第９条第２項の規定に基づき、署名します。 

 

令和５年  月  日 

 

さぬき市教育委員会 

 

教 育 長 

 

委   員 


